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市民公募委員 入口 嘉憲 

 市民自治検討委員会について                             

 
１．市民自治検討の目的と役割（事務局作成資料より） 
「緑豊かな住宅都市」に相応しい「今後の市民自治のあり方」について検討 
 ⇒ ・市民自治構想案の策定 

・市民への広報と市民意見の取りまとめ 
・情報共有の場としてのＴＭの開催 

２．市民自治構想案の主旨 
（１） 生駒市及び生駒市民にとって何が大事なものか？ 
（２） 将来のあるべき姿は何か？ 
（３） 官民協働とは具体的にはどのようなことか？ 
３．市民自治構想案の内容（事務局作成資料から編集） 

大項目 市民自治委員会での検討項目 備考 
(1)まちづくりの
方向性、将来像 

前文、目的、位置づけ、体系、基本理念、最高規範・ 
総合計画策定 

ex緑豊かな住宅都市、自然
との共生都市、都市と農村

の共存、Cシティ他 
(2)市民の権利 情報共有、情報への権利、 

まちづくり参画の権利、参画の原則、審議会等への参加公開、計

画策定段階の原則、住民自治定義・原則、 
条例制定手続き 

 

(3)市、事業者、
市民、（議会）の

責務 

市：情報公開、情報収集・管理、個人情報保護、公聴応答義務、

公聴対応機関、財政状況公表、 
まちづくりに関する自治体の責務、住民自治に関する自治体の役

割、コンミュニティ・公益活動支援、 
説明責任、長の責務、執行機関・職員の責務、行政組織・体制、

法務体制・法令遵守、職員政策、行政手続き、危機管理、財務総

則、予算編成・執行・決算、財産管理、評価実施・評価方法検討、 
事業者： 
市民：まちづくりに関する住民の責務、住民自治に関する住民の

役割 
議会：議会の役割・責務、議会の会議・会期外活動、議員の役割・

責務 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
議会関連は別途自主条例が

必要 
(4)住民参加の手
続き 

計画策定手続き、住民投票原則、住民投票要件、 住民投票、市民協働、NPO
支援他 

(5)分野別施策の
方向性 

  

(6)他の施策との
関係 

  

(7)その他 
 

条例見直し、 
他自治体住民との連携、 
近隣自治体との連携、広域連携、国際交流 

※文化財保護 

注１：赤字は広報公聴部会、青字は地域コミュニティ部会、緑字は調査部会での検討事項。 
注２：条例の前文は、総合計画に盛り込める程度の文章をする方が望ましい。 
（次頁の条例の関連フローを参照） 
 
 

土地利用・環

境・福祉・景

観・住宅 

現在検討項目は手続き、精神論的事項が

多い。各分野毎の基本的考え方は構想に

入れてもよいのではないか？ 

事業者の責務は？ 

参考資料 



市民自治条例の関連フロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注３：内容については、精査しておりませんので正確さを欠いているかもしれませんが、「市民自治

構想」と「市民自治条例」について考え方と位置づけを再確認するために作成しています。 

市民自治条例 
 

総合計画等 
 

総合計画や各種基本計画 
・総合計画（地方自治法） 
・都市計画MP（都市計画法） 
・緑MP 
・環境MP 
・住宅MP 
・福祉MP 
・土地利用計画MP（県） 
・交通計画MP 
・産業振興Ｖ 
・その他 

まちづくり基本条例 
（根拠：都市計画法、地方自治法、地方分権推進法、

行政手続法他） 
 ・理念条例（方向性） 
 ・まちづくり条例 
項目：協議会、市民参加、地区計画、提案制

度、専門家派遣、助成他 

市＋市民他 
 

議会 
 

価値観

共有 

緑の環境保全条例 
（根拠：自然環境保全法、都市緑地保全法、都市公

園法他） 

項目：保全、利用、創成、維持、助成他 

景観条例（or景観法活用） 
（根拠：都市計画法、景観法、文化財保護法、建築

基準法他） 

項目：歴史的景観保全、都市景観、地域指定、

景観形成、手続き、助成、指針、審議会他 

福祉に関する条例 
（根拠：交通バリアフリー法、児童・老人福祉法、

介護保険法、医療法、健康増進法他） 
項目：バリアフリー、ユニバーサルＤ他 

環境に関する条例 
（根拠：環境基本法、自然環境保全法、リサイクル

法、公害対策基本法他） 

項目：自然環境保全、環境アセス、リサイク

ル他 

住環境保全条例 
（根拠：都市計画法、建築基準法、国土法、自然環

境保全法、自然公園法、森林法他） 

項目：開発規制・手続き、土地利用、マナー、

指針、審議会他 

住宅に関する条例 
（根拠：住生活基本法、高齢者居住法、密集市街地

法他） 

項目：耐震化、居住水準、密集市街地整備他 

活動・評価 計画 

承認 

協働 

連携 

官民協働で市民自治

構想の実現！ 

具体的な事業展開 
・まちづくり協議会等支援、まち

なみ環境整備、景観計画、緑等へ

の補助、農村再生、産業振興、交

通計画、バリアフリー他 

その他：法令遵守・倫理・情報公開等条例 


